
（別紙１）

○取水停止指示を受けた発電所一覧（H19.3.2指示分）

機器用
発電継続（機器用取水を停止しても、代替措
置により、発電への影響なし）

雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

2 和知発電所 京都府船井郡京丹波町 0.6 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

3 大滝発電所 奈良県吉野郡川上村 1.0 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

4 長殿発電所 奈良県吉野郡十津川村 1.5 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

5 12.4 ※

6 4.0 ※

7 3.9 ※

8 3.5 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

9 4.6 ※

機器用
発電継続（機器用取水を停止しても、予備用
の取水であり、発電への影響なし）

11 1.1

12 8.6 ※

13 0.7 ※

14 3.2 ※

15 5.4

16 大牧発電所 富山県南砺市 1.6 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

17 角川発電所 岐阜県飛騨市 2.3 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

18 0.9
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※

19 2.4 ※

20 万波発電所 岐阜県飛騨市 1.2 雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

※は別紙２との重複発電所

【参考】取水停止指示を受けた発電所一覧（H19.2.23指示分）

機器用
発電継続（機器用取水を停止しても、代替措
置により、発電への影響なし）

2 荒川発電所 滋賀県高島市 0.2 雑用水等
発電継続（ダム勤務員の生活用水であるた
め、協議の結果、取水を制限）

※

機器用
雑用水等

機器用
発電継続（機器用取水を停止しても、代替措
置により、発電への影響なし）

雑用水等
発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

機器用

※は別紙２との重複発電所

※

※

重複

重複

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

近畿地方
整備局

北陸地方整
備局

坂上発電所 岐阜県飛騨市 雑用水等

打保発電所 岐阜県飛騨市 雑用水等

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

祖山発電所 富山県南砺市 雑用水等

利賀川第二発電所 富山県南砺市 雑用水等

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

中野発電所 富山県砺波市 雑用水等

小牧発電所 富山県砺波市 雑用水等

荒谷発電所 岐阜県大野郡白川村 雑用水等

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

雑用水等

雑用水等

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

成出発電所 富山県南砺市

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

椿原発電所 岐阜県大野郡白川村 雑用水等

発電継続（雑用水等取水を停止しても、発電
への影響なし）

鳩谷発電所 岐阜県大野郡白川村 雑用水等

音沢発電所 富山県黒部市 雑用水等

喜撰山発電所 京都府宇治市 46.6

10 3.3

小原発電所 富山県南砺市

赤尾発電所 富山県南砺市

発電所
最大出力
（万ｋW）

NO.
河川
管理者

用途 当社の対応所在地

NO.
河川
管理者

発電所 所在地
最大出力
（万ｋW）

用途 当社の対応

1
近畿地方
整備局

奥吉野発電所 奈良県吉野郡十津川村 120.6
発電継続（雑用水等取水を停止しても、代替
措置により、発電への影響なし。）

1.9 発電停止3

中部地方整
備局

新落合発電所 岐阜県中津川市

4 落合発電所 岐阜県中津川市

1

発電停止5 兼山発電所 岐阜県加茂郡八百津町 3.9
雑用水等

1.5

雑用水等




